
規 則

�愛媛県規則第３８号
愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則

愛媛県訓練手当支給規則（昭和４１年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれ

かに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のい

ずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」という。）に対し

て支給する。

�～� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（幼

稚園及び小学校を除く。）、同法第１２４条に規定する専修学校、

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の６第１項

各号に掲げる施設又は同法第２７条第１項に規定する職業能力開

発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受け

た地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当

該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災

害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業

に就いていない者（当該取消し又は撤回後において新たに雇用

される旨が約されていない者に限る。）

� 省略

� 雇用対策法施行規則（昭和４１年労働省令第２３号）第１条の４

第１項第７号イに該当する者

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれ

かに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のい

ずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」という。）に対し

て支給する。

�～� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（小

学校及び幼稚園を除く。）、同法第１２４条に規定する専修学校、

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の６第１項

各号に掲げる施設又は同法第２７条第１項に規定する職業能力開

発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受け

た地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当

該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災

害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業

に就いていない者（当該取消し又は撤回後において新たに雇用

される旨が約されていない者に限る。）

� 省略

� 雇用対策法施行規則（昭和４１年労働省令第２３号）第１条第１

項第７号イ に該当する者
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告 示

�愛媛県告示第６４３号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２０年３月２８日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６４４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

�～� 省略

� 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１０条の永住帰国し

た中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国し

た日から起算して１０年を経過していないもの

�～� 省略

２ 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善

に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者（他の安

定した職業に就いているものを除く。）で雇用対策法施行規則第

１条の４第１項第７号イ�及び�に該当するものであつて、公共

職業能力開発施設が職業の転換を必要とする求職者に対して行う

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第９条

に規定する短期課程（職業に必要な相当程度の技能及びこれに関

する知識を習得させるためのものに限る。）の普通職業訓練（職

業能力開発促進法第１５条の６第１項第１号に規定する普通職業訓

練をいう。）を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適

応訓練を受けているものに対して支給する。

３ 省略

（技能習得訓練）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ

て、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が４２，５００円を超

えるときは、４２，５００円とする。

� 省略

� 前項第２号に該当する者 自動車等の使用距離が片道１０キロ

メートル未満である者にあつては３，６９０円、その他の者にあつて

は５，８５０円（前条第２項の規定により定められた基本手当の日額

の基礎となる地域が同項第３号に掲げる地域に該当する者であ

つて

、

自動車等を使用する距離が片道１５キロメートル以上であるもの

にあつては、８，０１０円）

	～
 省略

５～７ 省略

�～� 省略

� 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１０条の永住帰国し

た中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国し

た日から起算して５年を経過していないもの

�～� 省略

２ 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善

に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者（他の安

定した職業に就いているものを除く。）で雇用対策法施行規則第

１条第１項第７号イ�及び� に該当するものであつて、公共

職業能力開発施設が職業の転換を必要とする求職者に対して行う

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第９条

に規定する短期課程（職業に必要な相当程度の技能及びこれに関

する知識を習得させるためのものに限る。）の普通職業訓練（職

業能力開発促進法第１５条の６第１項第１号に規定する普通職業訓

練をいう。）を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適

応訓練を受けているものに対して支給する。

３ 省略

（技能習得訓練）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ

て、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が４２，５００円を超

えるときは、４２，５００円とする。

� 省略

� 前項第２号に該当する者 自動車等の使用距離が片道１０キロ

メートル未満である者にあつては３，６９０円、その他の者にあつて

は５，８５０円（前条第２項の規定により定められた基本手当の日額

の基礎となる地域が同項第３号に掲げる地域に該当する者であ

つて、通所のため利用できる交通機関のないもの又は自動車等

を使用しないで交通機関を利用して通所するものとした場合に

おいて、支給対象者の住所若しくは居所からその利用すること

となる交通機関の最寄りの駅（停留所等を含む。）までの距離

が２キロメートル以上であるもの若しくはその利用することと

なる交通機関の運行回数が１日１０往復以下であるもののうち、

自動車等を使用する距離が片道１５キロメートル以上である者

にあつては、８，０１０円）

	～
 省略

５～７ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県訓練手当支給規則第３条第１項第１０号及び第５条第４項第２号の規定は、平成２０年４月１日から適用する。

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２７ 愛媛県猟友会
八幡浜支部
菊 池 生 一

１ 代 表 者 氏 名
菊 池 生 一

１ 代 表 者 氏 名
宇都宮 信 孝

愛 媛 県 報平成２０年４月２５日 第１９５８号

４７１



基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス篠場町店

新居浜市篠場町４８８番２ 外一筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ダイワロイヤル株式会社

東京都台東区上野七丁目１４番４号

代表取締役社長 越智 壯

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２０年１２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，１８１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４６台

イ 駐輪場の収容台数

３６台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１．３８立法メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２０年３月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６４５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財１７２０、１７２２から１７２４まで、１７２７、１７２８、１７

５４、１７５９から１７６１まで、１７６３、１９９２から２００３まで、２００５、２００７、

２００９、２０１１から２０１５まで、２０１９から２０２１まで、２０２３、２０３７から２０

３９まで、２０４２、２０４５から２０５７まで、２０５９から２０６３まで、２０６５から

２０７５まで、２０７８から２０８０まで、２０９１、２０９３、２０９７、２０９８、２１０１、

２１１１、２１１５、２１１６、２１２５、２１２６、２１２８から２１３１まで、２１３３、２１３５、

２１３６、２１３９から２１４１まで、２１４４から２１４８まで、２１７０、２１７７、２１７８、

２１８２から２１８６まで、２１８８、２１８９、２１９３から２１９６まで、２２０１、２２０２、

２２０５、２２０７、２２０９、２２１０、２２１２、２２１３、２２１５から２２１８まで、２２２０、

２２２１、２２３２、２２３３、２２３５、２２３６、２２３８から２２４１まで、２２４５、２２４６、

２２４８、２２４９、２２８６から２２８９まで、２２９２から２２９４まで、２２９６、２２９８、

２３０６、２３１０から２３１２まで、２３１４から２３２３まで、２６７６、２６８０から２６

８２まで、２６８５、２６８６、２６９０、２６９３から２７０６まで、２７１８から２７２６ま

で、２７４５、２７４６、２７４８、２７５１、２７５３、２７５４、２７５６、２７５７の１、２７

５７の２、２７５８から２７６０まで、２７６３から２７６７まで、２７６９から２７７１ま

で、２７７４、２８４１から２８４５まで、２８４７から２８４９まで、２８５３から２８５９

まで、２８６１から２８６３まで、２８６４の１、２８６４の２、２８６５、２８６７、２８

６９、２８７１から２８７５まで、２８８１、２８８６、２８８７、２８８９、２９５５、２９７４か

ら２９７８まで、２９８０から２９８９まで、２９９１、３０２３、３０２５、３０２７、３０２９、

３０３０、３０７２、３０７４から３０７７まで、３１０９から３１１７まで、３１１９から３１

２４まで、３１３１、３１３２、３１３４から３１４５まで、３１５７、３１５９から３１６１ま

で、３１６９、３２２７、３２３１、３２３２、３２４８、３４３６の１、３４３６の２、３４８６、

３９１２から３９２７まで、３９２９、３９４１、３９４２、３９４７から３９５４まで、３９５６

から３９６３まで、３９６５、３９６７から３９６９まで、３９７１から３９７４まで、３９

８２、３９８４、３９８６から３９９５まで、３９９８、４０００から４０１０まで、４０８２、

４１００から４１０２まで、４２２８から４２３２まで、４２３４、４２３５、４２３７から４２

４０まで、４２４３、４２５７、津島町御内１７２４、津島町増穂丁７７７の１、

丁７７７の８、丁７７７の１０、丁７７７の１６、丁７７７の２２、丁７７７の４６、

丁７７７の５０から丁７７７の５２まで、丁７７７の６１、丁７７７の６４、丁７

７７の１２８、丁７７７の１２９、丁７７７の１３７、丁７７７の１３８、丁７７７

の１４０、丁７７７の１４３から丁７７７の１５２まで、丁７７７の１５５、丁

７７７の１６０、丁７７７の１８１、丁７７７の１８２、丁７７７の１９２、丁７

７７の１９９から丁７７７の２０１まで、丁７７７の２１１、丁７７７の２１８、

丁７７７の２２１、丁７７７の２３４、丁７７７の２３９、丁７７７の２５９、丁

７７７の２６２、丁７７７の２６６、丁７７７の２７４、丁８０９の２から丁８

０９の４まで、丁８７８の５９、丁８７８の６６、丁８７８の６７、丁９０２

２ 保安林として指定された目的
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水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年４月２５日から５月９日まで

�������
�愛媛県告示第６４７号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１０項の規定に

基づき、八幡浜地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を変更したい

ので、同条第１１項において準用する同条第４項の規定により、当該

特定漁港漁場整備事業計画の変更の案を南予地方局産業経済部八幡

浜支局水産課において告示の日から２０日間公衆の縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

�������
�愛媛県告示第６５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

�������
�愛媛県告示第６５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

�愛媛県告示第６４８号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事を次のと

おり完了する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の完了の日

大 洲 市 市 道 河辺御祓線
大洲市河辺町山鳥坂７３２番１地先から

同町山鳥坂７４４番２まで
改 築 平成１９年９月２７日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 茅 原 安 夫 西条市小松町安井甲４８８番地１

〃 谷 口 隆 市 西条市小松町南川甲１５７番地第１

〃 丹 彦佐衛門 西条市氷見甲１５０番地

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 越 智 勝 茂 西条市国安７４４番地

〃 黒 河 稔 夫 西条市北条１３３２番地１

〃 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

〃 桐 野 章 西条市丹原町長野１０９２番地第２

〃 佐 伯 正 昭 西条市丹原町高松甲５３１番地２

〃 工 藤 純 西条市坂元甲４０９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 幸 久 新居浜市西連寺町一丁目６番４６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 純 司 新居浜市新田町一丁目１４番４号
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退 任

�������
�愛媛県告示第６５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

上分町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市大生院土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

道前平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第６５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・小松地区）の計画の変更に平成２０年４月１６日同意した。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 口 貞 夫 新居浜市大生院１２０５－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 一二三 新居浜市大生院１２１０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 片 山 虎 市 四国中央市妻鳥町２９７４－２

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 庄三郎 四国中央市上分町１２９８

〃 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２

〃 篠 永 薫 四国中央市上分町１３

〃 石 村 光 也 四国中央市上分町３４２－６

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

監 事 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

〃 鈴 木 直 行 四国中央市上分町１２２－２

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

監 事 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

〃 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 片 山 虎 市 四国中央市妻鳥町２９７４－２

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 高 橋 一 夫 四国中央市上分町１２３９

〃 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２

〃 篠 永 薫 四国中央市上分町１３

〃 石 村 光 也 四国中央市上分町３４２－６

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 茅 原 安 夫 西条市小松町安井甲４８８番地１

〃 谷 口 隆 市 西条市小松町南川甲１５７番地第１

〃 高 橋 貞 雄 西条市氷見乙１４８０番地

〃 今 井 毅 西条市玉之江３２９番地

〃 越 智 保 身 西条市吉田６２３番地

〃 越 智 勝 茂 西条市国安７４４番地

〃 黒 河 稔 夫 西条市北条１３３２番地１

〃 秋 川 好 弘 西条市喜多台１００番地

〃 越 智 市 郎 西条市安用甲７４５番地１

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

〃 桐 野 章 西条市丹原町長野１０９２番地第２

〃 永 井 冨 夫 西条市丹原町長野１６６４番地

〃 工 藤 純 西条市坂元甲４０９番地

〃 相 原 勉 西条市旦之上甲２１２番地２

〃 伊 藤 宏太郎 西条市大町２４４番地４

〃 青 野 勝 西条市楠甲４５３番地９

〃 塩 出 皓 治 西条市小松町新屋敷甲２２０５番地

〃 渡 部 高 尚 西条市丹原町徳能甲６００番地２

監 事 神 野 忠 治 西条市小松町大頭甲４５８番地

〃 廣 田 延 男 西条市石田８７９番地１

〃 近 藤 勉 西条市丹原町高知６３６番地

〃 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 槇 保 西条市河原津甲３６０番地１

〃 伊 藤 宏太郎 西条市大町２４４番地４

監 事 神 野 忠 治 西条市小松町大頭甲４５８番地

〃 近 藤 勉 西条市丹原町高知６３６番地

〃 渡 部 衛 治 西条市広岡３５１番地

愛 媛 県 報平成２０年４月２５日 第１９５８号

４７４



�愛媛県告示第６５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備

事業・小松地区）の計画の変更に平成２０年４月１６日同意した。

平成２０年４月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第６５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

浮穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市志津川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５番地

〃 山 本 文 則 松山市志津川町３６５番地

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８番地２号

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９番地３号

〃 青 木 良 成 松山市志津川町１８番地

〃 青 木 勝 松山市志津川町６０番地２号

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６番地

〃 二 宮 正 昌 松山市志津川町３１１番地

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０番地１号

〃 安 藤 信一郎 松山市志津川町７７番地

監 事 杉之内 正 数 松山市志津川町３５１番地

〃 門 屋 章一郎 松山市志津川町１０番地２号

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８番地２号

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９番地３号

〃 杉之内 俊 二 松山市志津川町３０３番地１号

〃 青 木 勝 松山市志津川町６０番地２号

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６番地

〃 安 藤 孝 則 松山市志津川町８２番地

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０番地１号

〃 安 藤 信一郎 松山市志津川町７７番地

監 事 杉之内 正 数 松山市志津川町３５１番地

〃 門 屋 章一郎 松山市志津川町１０番地２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５番地

〃 山 本 文 則 松山市志津川町３６５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９番地

〃 吉 良 春 美 松山市森松町４５４番地９号

〃 小 原 正 敏 松山市森松町１００５番地

〃 立 花 豊 樹 松山市井門町１３５４番地

〃 橘 茂 松山市井門町７５２番地

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８番地

〃 阿 部 長 男 松山市井門町２２番地３号

〃 栗 田 定 松山市森松町８５７番地

監 事 今 村 桂 松山市森松町８１０番地

〃 伊賀上 寅 男 松山市井門町８６４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９番地

〃 吉 良 春 美 松山市森松町４５４番地９号

〃 小 原 正 敏 松山市森松町１００５番地

〃 立 花 豊 樹 松山市井門町１３５４番地

〃 橘 茂 松山市井門町７５２番地

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８番地

〃 橘 寿 幸 松山市井門町１１７番地

〃 栗 田 定 松山市森松町８５７番地

監 事 今 村 桂 松山市森松町８１０番地

〃 伊賀上 寅 男 松山市井門町８６４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳ノ内 方 文 松山市安城寺町１５９６番地

〃 佐 野 建 一 松山市安城寺町１１０７番地

〃 芳之内 正 幸 松山市安城寺町９９３番地

〃 渡 部 延 樹 松山市安城寺町１２３０番地

〃 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 州之内 長 松山市安城寺町１２０６番地

〃 松 本 重 喜 松山市安城寺町７６８番地

〃 渡 部 昌 俊 松山市安城寺町１２３１番地

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３号

〃 重 松 和 彦 松山市安城寺町１２２１番地

〃 矢 野 芳 � 松山市安城寺町１６０７番地

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８番地８号

〃 芳之内 有 平 松山市安城寺町１２８６番地

〃 乗 松 昭 夫 松山市安城寺町１０９５番地

〃 乗 松 直 英 松山市安城寺町９８９番地

〃 松 本 博 明 松山市安城寺町１６３６番地１号

〃 光 宗 政 治 松山市安城寺町１２１７番地
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退 任
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�愛媛県告示第６６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市南高井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市吉藤土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２０年４月２５日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

監 事 瀧 本 朝 久 松山市安城寺町１２８２番地

〃 光 宗 等 松山市安城寺町６３３番地

〃 有 田 慰 憲 松山市安城寺町１２４４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 眞 夫 松山市安城寺町１０５４番地１号

〃 佐 野 建 一 松山市安城寺町１１０７番地

〃 野 本 雅 敬 松山市安城寺町１２１８番地

〃 渡 部 延 樹 松山市安城寺町１２３０番地

〃 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 本 田 和 美 松山市安城寺町１６４５番地

〃 松 本 重 喜 松山市安城寺町７６８番地

〃 渡 部 昌 俊 松山市安城寺町１２３１番地

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３号

〃 木 村 昇 松山市安城寺町６９８番地

〃 矢 野 芳 � 松山市安城寺町１６０７番地

〃 芳ノ内 方 文 松山市安城寺町１５９６番地

〃 遠 藤 豊 才 松山市安城寺町１０８３番地

〃 渡 部 孝 志 松山市安城寺町１３４５番地２号

〃 乗 松 直 英 松山市安城寺町９８９番地

〃 重 松 正 松山市安城寺町１２０９番地

〃 光 宗 政 治 松山市安城寺町１２１７番地

監 事 瀧 本 朝 久 松山市安城寺町１２８２番地

〃 宮 本 丈 志 松山市安城寺町１０９４番地

〃 有 田 慰 憲 松山市安城寺町１２４４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１番地

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２番地２号

〃 相 原 修 由 松山市南高井町１２９８番地

〃 河 原 忠 則 松山市南高井町１６５０番地２号

〃 天 野 恵 松山市南高井町１５８６番地２号

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５番地

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５番地１号

監 事 井 門 徹 松山市南高井町８１２番地２号

〃 石 丸 仁 志 松山市南高井町８０１番地

〃 河 原 忠 則 松山市南高井町１６５０番地２号

〃 天 野 恵 松山市南高井町１５８６番地２号

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５番地

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５番地１号

監 事 川 本 祥 松山市南高井町８３８番地

〃 石 丸 仁 志 松山市南高井町８０１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 二 神 政 志 松山市吉藤五丁目１１番地１号

〃 白 石 正 彦 松山市吉藤四丁目５番地５９号

〃 門 屋 勤 松山市吉藤一丁目３番地１７号

〃 森 和 範 松山市吉藤五丁目１８番地２１号

〃 田 房 昭 男 松山市吉藤五丁目１番地１２号

〃 白 石 信 昭 松山市吉藤五丁目１２３３番地

〃 玉 井 伊 織 松山市吉藤五丁目１０番地１０号

〃 白 石 良 男 松山市吉藤五丁目１５番地４０号

〃 白 石 忠 雄 松山市吉藤五丁目１２３４番地

〃 能 田 清 志 松山市吉藤五丁目１１３１番地２号

〃 石 橋 秀 通 松山市吉藤五丁目１０８８番地

〃 光 峰 利 武 松山市吉藤五丁目９番地２号

〃 光 峰 早 教 松山市吉藤一丁目４番地６号

〃 門 屋 克 典 松山市吉藤二丁目１８番地１７号

〃 野 本 文 雄 松山市吉藤五丁目２２番地４号

〃 野 本 和 男 松山市吉藤一丁目４番地２１号

〃 藤 村 英 勝 松山市吉藤二丁目１３番地１１号

〃 森 禎 郎 松山市吉藤五丁目１０番地２６号

〃 野 本 敏 武 松山市吉藤五丁目１５６３番地

〃 野 本 恭 志 松山市吉藤五丁目２０番地４６号

監 事 藤 原 英 助 松山市吉藤五丁目９番地３５号

〃 藤 原 克 行 松山市吉藤五丁目１８番地２４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 能 田 雅 雄 松山市吉藤五丁目１１２４番地２号

〃 白 石 文 雄 松山市吉藤五丁目１２７４番地

〃 門 屋 勤 松山市吉藤一丁目３番地１７号

〃 野 本 貢 松山市吉藤五丁目２２番地６号

〃 田 房 昭 男 松山市吉藤五丁目１番地１２号

〃 能 田 和 男 松山市吉藤五丁目１１２９番地

〃 玉 井 伊 織 松山市吉藤五丁目１０番地１０号

〃 光 峰 英 臣 松山市吉藤一丁目３５番地

〃 白 石 繁 一 松山市吉藤五丁目１１２５番地１号

〃 能 田 清 志 松山市吉藤五丁目１１３１番地２号

〃 石 橋 秀 通 松山市吉藤五丁目１０８８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１番地

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２番地２号

〃 相 原 修 由 松山市南高井町１２９８番地
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�愛媛県告示第６６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 玉 井 玄 典 松山市吉藤五丁目１２番地６号

〃 藤 原 竹 雄 松山市吉藤五丁目１０番地４８号

〃 野 本 政 志 松山市吉藤五丁目７番地３０号

〃 野 本 幸 忠 松山市吉藤五丁目１５６４番地

〃 野 本 和 男 松山市吉藤一丁目４番地２１号

〃 藤 村 純 徳 松山市吉藤二丁目６番地３３号

〃 垣 添 彰 松山市吉藤五丁目１０番地２９号

〃 野 本 浅 一 松山市吉藤五丁目１８番地２８号

〃 野 本 恭 志 松山市吉藤五丁目２０番地４６号

監 事 藤 原 英 助 松山市吉藤五丁目９番地３５号

〃 藤 原 克 行 松山市吉藤五丁目１８番地２４号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 森松重信線
松山市森松町１６７番１から

同市南高井町１８０１番３まで

旧 ７．０～１３．０ ０．８８０

新 １２．０～３２．０ ０．８８０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久谷森松停車場線
松山市浄瑠璃町甲８８８番３から

同市恵原町甲１番５まで

旧 ７．２～２１．５ ０．０７５

新 １２．０～２３．４ ０．０７５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市窪野町甲３４６番２地先から

同町甲３７１番２まで

旧 ３．６～５．５ ０．１４７

新 ６．８～９．８ ０．１４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑甲１２０８番６から

同町緑甲１１３９番２まで
平成２０年４月２５日
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

西予市野村町野村１２号３９９番 宅 地 １０８．０６�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年４月２５日（金）から５月２３日（金）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出

すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２０年５月２３日（金）午後

５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付

場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２０年５月８日（木）午後１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２０年６月９日（月）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目４４５番地

愛媛県西予土木事務所２階会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

松山市宮西一丁目６８番１ 宅 地 ２，８４０．７０� 事 務 所 外
鉄筋コンクリート造陸
屋根地下１階付４階建
外

２，３２７．２７�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年４月２５日（金）から５月３０日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの。

以下「郵便等」という。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２０年５月３０日（金）午後５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２０年５月１４日（水）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２０年６月１６日（月）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４－２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 入札書の提出方法
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持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

松山市道後北代１２６６番１ 宅 地 ２，２９４．１２� 校 舎 外 鉄筋コンクリート造陸
屋根４階建外 １，６３６．９２�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年４月２５日（金）から７月４日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係
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愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの。

以下「郵便等」という。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２０年７月４日（金）午後５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２０年６月４日（水）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２０年７月２２日（火）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４－２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第２６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書に

ついて、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成２０年４月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１１年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１２．３．２９

１ 収 入 総 額 ４２，１４０，８６８円

前年繰越額 ５３５，２１９円

本年収入額 ４１，６０５，６４９円

２ 支 出 総 額 ３６，０３６，７００円

３ 翌 年 繰 越 額 ６，１０４，１６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（８，９４８人） ８，５２３，８２２円

寄附 ２５，０８０，５６６円

個人分 ２５，０８０，５６６円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ３，１０１，２６１円

日本共産党愛媛県委員会 ３，１０１，２６１円

借入金 ４，９００，０００円

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 ８５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

浜 田 卯三郎 ５００，０００円 温泉郡重信町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 真 一 ４５０，０００円 温泉郡川内町

森 井 俊 弘 ４００，０００円 上浮穴郡小田町

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

山 本 久 夫 １００，０００円 松 山 市

大 西 信 吾 １００，０００円 伊予郡松前町

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

前 川 真 輝 ５００，０００円 伊 予 市

河 野 文 朗 ５００，０００円 松 山 市

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

木 本 浩 二 ３００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの １１，３８０，５６６円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １８，１９０，９９８円

人件費 １５，７１７，２３９円

愛 媛 県 報平成２０年４月２５日 第１９５８号
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光熱水費 ２５８，９３２円

備品・消耗品費 ５６８，２７５円

事務所費 １，６４６，５５２円

政治活動費 １７，８４５，７０２円

組織活動費 ７０５，２９０円

選挙関係費 ５００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ８，３８３，４１９円

宣伝事業費 ８，３８３，４１９円

調査研究費 ６１，２００円

寄附・交付金 ８，１９５，７９３円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ８，１９５，７９３円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１２．３．２９

１ 収 入 総 額 ３７，２４０，８６８円

前年繰越額 ５３５，２１９円

本年収入額 ３６，７０５，６４９円

２ 支 出 総 額 ３６，０３６，７００円

３ 翌 年 繰 越 額 １，２０４，１６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（８，９４８人） ８，５２３，８２２円

寄附 ２５，０８０，５６６円

個人分 ２５，０８０，５６６円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ３，１０１，２６１円

日本共産党愛媛県委員会 ３，１０１，２６１円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 ８５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

浜 田 卯三郎 ５００，０００円 温泉郡重信町

玉 井 啓 輔 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 真 一 ４５０，０００円 温泉郡川内町

森 井 俊 弘 ４００，０００円 上浮穴郡小田町

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

山 本 久 夫 １００，０００円 松 山 市

大 西 信 吾 １００，０００円 伊予郡松前町

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

前 川 真 輝 ５００，０００円 伊 予 市

河 野 文 朗 ５００，０００円 松 山 市

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

木 本 浩 二 ３００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの １１，３８０，５６６円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １８，１９０，９９８円

人件費 １５，７１７，２３９円
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光熱水費 ２５８，９３２円

備品・消耗品費 ５６８，２７５円

事務所費 １，６４６，５５２円

政治活動費 １７，８４５，７０２円

組織活動費 ７０５，２９０円

選挙関係費 ５００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ８，３８３，４１９円

宣伝事業費 ８，３８３，４１９円

調査研究費 ６１，２００円

寄附・交付金 ８，１９５，７９３円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ８，１９５，７９３円

第１２条関係

平成１２年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１３．３．１９

１ 収 入 総 額 ５２，８３８，２４１円

前年繰越額 ６，１０４，１６８円

本年収入額 ４６，７３４，０７３円

２ 支 出 総 額 ４６，２７６，７５０円

３ 翌 年 繰 越 額 ６，５６１，４９１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（８，８５６人） ８，０３７，９００円

寄附 ２０，１７０，３０８円

個人分 ２０，１７０，３０８円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １８，５２５，８６５円

日本共産党愛媛県委員会 １８，５２５，８６５円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 １，５８０，０００円 松 山 市

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

木 本 浩 二 ４００，０００円 北 条 市

浜 田 卯三郎 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

森 真 一 ５００，０００円 温泉郡川内町

佐 藤 寿 兼 ４００，０００円 温泉郡重信町

前 川 真 輝 ３００，０００円 伊 予 市

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

河 野 文 朗 ５００，０００円 松 山 市

山 本 久 夫 １００，０００円 松 山 市

大 西 信 吾 １００，０００円 伊予郡松前町

年間５万円以下のもの ５，２９０，３０８円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２７，８８１，００１円
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人件費 ２４，５８５，３２２円

光熱水費 ２６５，７１９円

備品・消耗品費 ６７８，１５７円

事務所費 ２，３５１，８０３円

政治活動費 １８，３９５，７４９円

組織活動費 ２，９７８，３２４円

選挙関係費 ５００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ９，６３５，４７０円

宣伝事業費 ９，６３５，４７０円

調査研究費 １７９，１１０円

寄附・交付金 ５，１０２，８４５円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ５，１０２，８４５円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１３．３．１９

１ 収 入 総 額 ４７，９３８，２４１円

前年繰越額 １，２０４，１６８円

本年収入額 ４６，７３４，０７３円

２ 支 出 総 額 ４６，２７６，７５０円

３ 翌 年 繰 越 額 １，６６１，４９１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（８，８５６人） ８，０３７，９００円

寄附 ２０，１７０，３０８円

個人分 ２０，１７０，３０８円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １８，５２５，８６５円

日本共産党愛媛県委員会 １８，５２５，８６５円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 １，５８０，０００円 松 山 市

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

大 本 浩 二 ４００，０００円 北 条 市

浜 田 卯三郎 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

森 真 一 ５００，０００円 温泉郡川内町

佐 藤 寿 兼 ４００，０００円 温泉郡重信町

前 川 真 輝 ３００，０００円 伊 予 市

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

河 野 文 朗 ５００，０００円 松 山 市

山 本 久 夫 １００，０００円 松 山 市

大 西 信 吾 １００，０００円 伊予郡松前町

年間５万円以下のもの ５，２９０，３０８円

６ 支 出 の 内 訳
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経常経費 ２７，８８１，００１円

人件費 ２４，５８５，３２２円

光熱水費 ２６５，７１９円

備品・消耗品費 ６７８，１５７円

事務所費 ２，３５１，８０３円

政治活動費 １８，３９５，７４９円

組織活動費 ２，９７８，３２４円

選挙関係費 ５００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ９，６３５，４７０円

宣伝事業費 ９，６３５，４７０円

調査研究費 １７９，１１０円

寄附・交付金 ５，１０２，８４５円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ５，１０２，８４５円

第１２条関係

平成１３年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１４．３．２９

１ 収 入 総 額 ５９，３２７，５２６円

前年繰越額 ６，５６１，４９１円

本年収入額 ５２，７６６，０３５円

２ 支 出 総 額 ５３，１８０，８８５円

３ 翌 年 繰 越 額 ６，１４６，６４１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７４１人） ８，０２８，１５２円

寄附 １８，９０８，４２２円

個人分 １８，９０８，４２２円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，２９８，０１３円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，２９８，０１３円

その他の収入 ５３１，４４８円

１件１０万円未満のもの ５３１，４４８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 ４４０，０００円 松 山 市

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

木 本 浩 二 ７００，０００円 北 条 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ８００，０００円 温泉郡重信町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

森 真 一 ７００，０００円 温泉郡川内町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの ５，０６８，４２２円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２２，２３３，０５６円
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人件費 ２０，０８５，５０２円

光熱水費 ４７７，５４９円

備品・消耗品費 ４６０，８５３円

事務所費 １，２０９，１５２円

政治活動費 ３０，９４７，８２９円

組織活動費 ２，８８６，５４５円

機関紙誌の発行その他の事業費 １８，４５３，５９４円

機関紙誌の発行事業費 １１，５７２，６５２円

宣伝事業費 ６，８８０，９４２円

調査研究費 ２０１，７６０円

寄附・交付金 ９，４０５，９３０円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ９，４０５，９３０円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１４．３．２９

１ 収 入 総 額 ５４，４２７，５２６円

前年繰越額 １，６６１，４９１円

本年収入額 ５２，７６６，０３５円

２ 支 出 総 額 ５３，１８０，８８５円

３ 翌 年 繰 越 額 １，２４６，６４１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７４１人） ８，０２８，１５２円

寄附 １８，９０８，４２２円

個人分 １８，９０８，４２２円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，２９８，０１３円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，２９８，０１３円

その他の収入 ５３１，４４８円

１件１０万円未満のもの ５３１，４４８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

佐々木 泉 ４４０，０００円 松 山 市

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

木 本 浩 二 ７００，０００円 北 条 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ８００，０００円 温泉郡重信町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

森 真 一 ７００，０００円 温泉郡川内町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの ５，０６８，４２２円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２２，２３３，０５６円

人件費 ２０，０８５，５０２円
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光熱水費 ４７７，５４９円

備品・消耗品費 ４６０，８５３円

事務所費 １，２０９，１５２円

政治活動費 ３０，９４７，８２９円

組織活動費 ２，８８６，５４５円

機関紙誌の発行その他の事業費 １８，４５３，５９４円

機関紙誌の発行事業費 １１，５７２，６５２円

宣伝事業費 ６，８８０，９４２円

調査研究費 ２０１，７６０円

寄附・交付金 ９，４０５，９３０円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ９，４０５，９３０円

第１２条関係

平成１４年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１５．３．３１

１ 収 入 総 額 ７１，２４４，５９６円

前年繰越額 ６，１４６，６４１円

本年収入額 ６５，０９７，９５５円

２ 支 出 総 額 ６４，２１５，５２７円

３ 翌 年 繰 越 額 ７，０２９，０６９円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７２０人） ７，４８３，７４７円

寄附 ２３，９４５，６３７円

個人分 ２３，９４５，６３７円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，８５５，７３３円

機関紙配達集金活動 １，８５５，７３３円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，２８５，３０４円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，２８５，３０４円

その他の収入 ６，５２７，５３４円

１件１０万円未満のもの ６，５２７，５３４円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ７００，０００円 温泉郡重信町

森 真 一 ７００，０００円 温泉郡川内町

木 本 浩 二 ７００，０００円 北 条 市

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの １０，６４５，６３７円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，２８５，６０６円

人件費 ２１，７８６，８５７円
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光熱水費 ５４３，７８７円

備品・消耗品費 ４０９，４３８円

事務所費 １，５４５，５２４円

政治活動費 ３９，９２９，９２１円

組織活動費 ６，１４０，９７４円

機関紙誌その他の事業費 ２５，７１２，２３０円

機関紙誌の発行事業費 １４，６８３，３２２円

宣伝事業費 １１，０２８，９０８円

調査研究費 ４４１，５２３円

寄附・交付金 ７，５４１，７９５円

その他の経費 ９３，３９９円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，５４１，７９５円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１５．３．３１

１ 収 入 総 額 ６６，３４４，５９６円

前年繰越額 １，２４６，６４１円

本年収入額 ６５，０９７，９５５円

２ 支 出 総 額 ６４，２１５，５２７円

３ 翌 年 繰 越 額 ２，１２９，０６９円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７２０人） ７，４８３，７４７円

寄附 ２３，９４５，６３７円

個人分 ２３，９４５，６３７円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，８５５，７３３円

機関紙配達集金活動 １，８５５，７３３円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，２８５，３０４円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，２８５，３０４円

その他の収入 ６，５２７，５３４円

１件１０万円未満のもの ６，５２７，５３４円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ７００，０００円 温泉郡重信町

森 真 一 ７００，０００円 温泉郡川内町

木 本 浩 二 ７００，０００円 北 条 市

植 田 喜 晴 ５００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

年間５万円以下のもの １０，６４５，６３７円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，２８５，６０６円
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人件費 ２１，７８６，８５７円

光熱水費 ５４３，７８７円

備品・消耗品費 ４０９，４３８円

事務所費 １，５４５，５２４円

政治活動費 ３９，９２９，９２１円

組織活動費 ６，１４０，９７４円

機関紙誌その他の事業費 ２５，７１２，２３０円

機関紙誌の発行事業費 １４，６８３，３２２円

宣伝事業費 １１，０２８，９０８円

調査研究費 ４４１，５２３円

寄附・交付金 ７，５４１，７９５円

その他の経費 ９３，３９９円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，５４１，７９５円

第１２条関係

平成１５年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１６．３．３１

１ 収 入 総 額 ７２，４９０，５０８円

前年繰越額 ７，０２９，０６９円

本年収入額 ６５，４６１，４３９円

２ 支 出 総 額 ６６，３９１，５４０円

３ 翌 年 繰 越 額 ６，０９８，９６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７３８人） ６，６５６，０３６円

寄附 ２８，５８４，６２９円

個人分 ２８，５８４，６２９円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，１１１，１７１円

機関紙配達集金活動 １，１１１，１７１円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，６０７，１８２円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，６０７，１８２円

その他の収入 ３，５０２，４２１円

１件１０万円未満のもの ３，５０２，４２１円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ５００，０００円 温泉郡重信町

木 本 浩 二 ３００，０００円 北 条 市

森 真 一 １００，０００円 温泉郡川内町

植 田 喜 晴 ３００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

森 安 子 ５００，０００円 温泉郡川内町

年間５万円以下のもの １６，１８４，６２９円
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６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２２，１６３，１２８円

人件費 ２１，２３２，９８６円

光熱水費 ３２９，２８２円

備品・消耗品費 ５５２，２４７円

事務所費 ４８，６１３円

政治活動費 ４４，２２８，４１２円

組織活動費 ３，９２３，７６１円

選挙関係費 ３，４８７，２１３円

機関紙誌その他の事業費 ２６，８８６，５５８円

機関紙誌の発行事業費 １４，３８３，７８２円

宣伝事業費 １２，５０２，７７６円

調査研究費 １６７，１００円

寄附・交付金 ７，６４２，７７５円

その他の経費 ２，１２１，００５円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，６４２，７７５円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１６．３．３１

１ 収 入 総 額 ６７，５９０，５０８円

前年繰越額 ２，１２９，０６９円

本年収入額 ６５，４６１，４３９円

２ 支 出 総 額 ６６，３９１，５４０円

３ 翌 年 繰 越 額 １，１９８，９６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７３８人） ６，６５６，０３６円

寄附 ２８，５８４，６２９円

個人分 ２８，５８４，６２９円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，１１１，１７１円

機関紙配達集金活動 １，１１１，１７１円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２５，６０７，１８２円

日本共産党愛媛県委員会 ２５，６０７，１８２円

その他の収入 ３，５０２，４２１円

１件１０万円未満のもの ３，５０２，４２１円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ２，０００，０００円 松 山 市

井 原 美智子 ２，０００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 ２，０００，０００円 松 山 市

西 本 敏 ２，０００，０００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ７００，０００円 温泉郡重信町

佐 伯 強 ５００，０００円 温泉郡重信町

佐 藤 寿 兼 ５００，０００円 温泉郡重信町

木 本 浩 二 ３００，０００円 北 条 市

森 真 一 １００，０００円 温泉郡川内町

植 田 喜 晴 ３００，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ５００，０００円 伊予郡砥部町

森 井 俊 弘 ５００，０００円 上浮穴郡小田町

愛 媛 県 報平成２０年４月２５日 第１９５８号

４９１



大 石 孝 雄 ５００，０００円 北 条 市

森 安 子 ５００，０００円 温泉郡川内町

年間５万円以下のもの １６，１８４，６２９円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２２，１６３，１２８円

人件費 ２１，２３２，９８６円

光熱水費 ３２９，２８２円

備品・消耗品費 ５５２，２４７円

事務所費 ４８，６１３円

政治活動費 ４４，２２８，４１２円

組織活動費 ３，９２３，７６１円

選挙関係費 ３，４８７，２１３円

機関紙誌その他の事業費 ２６，８８６，５５８円

機関紙誌の発行事業費 １４，３８３，７８２円

宣伝事業費 １２，５０２，７７６円

調査研究費 １６７，１００円

寄附・交付金 ７，６４２，７７５円

その他の経費 ２，１２１，００５円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，６４２，７７５円

第１２条関係

平成１６年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１７．３．３０

１ 収 入 総 額 ６３，６６５，０４４円

前年繰越額 ６，０９８，９６８円

本年収入額 ５７，５６６，０７６円

２ 支 出 総 額 ５７，７５１，５７６円

３ 翌 年 繰 越 額 ５，９１３，４６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７，１３０人） ６，７２７，４７２円

寄附 ２０，３２７，６４５円

個人分 ２０，３２７，６４５円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，８６８，５８１円

機関紙配達集金活動 １，３０１，６４５円

印刷代等 ５６６，９３６円

借入金 １，５００，０００円

大石 孝雄 １，５００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２１，９８５，８４０円

日本共産党愛媛県委員会 ２１，９８５，８４０円

その他の収入 ５，１５６，５３８円

１件１０万円未満のもの ５，１５６，５３８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 １，８２７，４００円 松 山 市

井 原 美智子 １，７１９，４００円 松 山 市

小 路 貴 之 １，７１１，４００円 松 山 市

西 本 敏 １，７１１，４００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ３００，０００円 東 温 市

佐 伯 強 ３００，０００円 東 温 市
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森 安 子 ２００，０００円 東 温 市

森 真 一 １５０，０００円 東 温 市

植 田 喜 晴 ９０，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ２２０，０００円 伊予郡砥部町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 松 山 市

鴻 海 茂 寛 １００，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １１，４９８，０４５円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２１，０４７，６０９円

人件費 ２０，１５３，１１７円

光熱水費 ３１７，２４２円

備品・消耗品費 ５５２，８９３円

事務所費 ２４，３５７円

政治活動費 ３６，７０３，９６７円

組織活動費 ４，２００，９０６円

選挙関係費 ３，５０４，７１８円

機関紙誌の発行その他の事業費 １７，９０７，３９０円

機関紙誌の発行事業費 １４，００６，０７０円

宣伝事業費 ３，９０１，３２０円

調査研究費 １２２，４５０円

寄附・交付金 ７，５４６，９７３円

その他の経費 ３，４２１，５３０円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，５４６，９７３円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

大 石 孝 雄 １，５００，０００円

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１７．３．３０

１ 収 入 総 額 ５８，７６５，０４４円

前年繰越額 １，１９８，９６８円

本年収入額 ５７，５６６，０７６円

２ 支 出 総 額 ５７，７５１，５７６円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０１３，４６８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７，１３０人） ６，７２７，４７２円

寄附 ２０，３２７，６４５円

個人分 ２０，３２７，６４５円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，８６８，５８１円

機関紙配達集金活動 １，３０１，６４５円

印刷代等 ５６６，９３６円

借入金 １，５００，０００円

大石 孝雄 １，５００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２１，９８５，８４０円

日本共産党愛媛県委員会 ２１，９８５，８４０円

その他の収入 ５，１５６，５３８円

１件１０万円未満のもの ５，１５６，５３８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 １，８２７，４００円 松 山 市
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井 原 美智子 １，７１９，４００円 松 山 市

小 路 貴 之 １，７１１，４００円 松 山 市

西 本 敏 １，７１１，４００円 松 山 市

浜 田 卯三郎 ３００，０００円 東 温 市

佐 伯 強 ３００，０００円 東 温 市

森 安 子 ２００，０００円 東 温 市

森 真 一 １５０，０００円 東 温 市

植 田 喜 晴 ９０，０００円 伊予郡松前町

玉 井 啓 補 ２２０，０００円 伊予郡砥部町

大 石 孝 雄 ５００，０００円 松 山 市

鴻 海 茂 寛 １００，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １１，４９８，０４５円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２１，０４７，６０９円

人件費 ２０，１５３，１１７円

光熱水費 ３１７，２４２円

備品・消耗品費 ５５２，８９３円

事務所費 ２４，３５７円

政治活動費 ３６，７０３，９６７円

組織活動費 ４，２００，９０６円

選挙関係費 ３，５０４，７１８円

機関紙誌の発行その他の事業費 １７，９０７，３９０円

機関紙誌の発行事業費 １４，００６，０７０円

宣伝事業費 ３，９０１，３２０円

調査研究費 １２２，４５０円

寄附・交付金 ７，５４６，９７３円

その他の経費 ３，４２１，５３０円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ７，５４６，９７３円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

大 石 孝 雄 １，５００，０００円

第１２条関係

平成１７年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１８．３．２８

１ 収 入 総 額 ５６，９６４，９４１円

前年繰越額 ５，９１３，４６８円

本年収入額 ５１，０５１，４７３円

２ 支 出 総 額 ５０，０３２，９４３円

３ 翌 年 繰 越 額 ６，９３１，９９８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７，２６８人） １２，０８６，６６５円

寄附 １０，３１２，３１９円

個人分 １０，３１２，３１９円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，７６６，１５７円

機関紙配達集金活動 １，０１８，９８２円

印刷代等 ７４７，１７５円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２２，２８５，７８４円

日本共産党愛媛県委員会 ２２，２８５，７８４円
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その他の収入 ４，６００，５４８円

１件１０万円未満のもの ４，６００，５４８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ８９７，４００円 松 山 市

小 路 貴 之 ８４２，４００円 松 山 市

西 本 敏 ７７７，４００円 松 山 市

井 原 美智子 ３７５，０００円 松 山 市

白 石 康 子 １１０，０００円 松 山 市

大 石 孝 雄 １５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ６３，０００円 東 温 市

植 田 喜 晴 １３１，６００円 伊予郡松前町

浜 田 卯三郎 １０５，０００円 東 温 市

森 真 一 ５００，０００円 東 温 市

玉 井 啓 補 ２１６，０００円 伊予郡砥部町

佐々木 美 保 １８０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ５，９６４，５１９円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２１，４７７，１８２円

人件費 ２０，３７９，３００円

光熱水費 ３５３，１９５円

備品・消耗品費 ６７９，５８９円

事務所費 ６５，０９８円

政治活動費 ２８，５５５，７６１円

組織活動費 ３，８０５，６８９円

選挙関係費 １，７９２，６２３円

機関紙誌の発行その他の事業費 １６，００３，８２４円

機関紙誌の発行事業費 １３，２４４，００５円

宣伝事業費 ２，７５９，８１９円

調査研究費 １３５，８１０円

寄附・交付金 ４，３６４，９７４円

その他の経費 ２，４５２，８４１円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ４，３６４，９７４円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

大 石 孝 雄 １，５００，０００円

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１８．３．２８

１ 収 入 総 額 ５２，０６４，９４１円

前年繰越額 １，０１３，４６８円

本年収入額 ５１，０５１，４７３円

２ 支 出 総 額 ５０，０３２，９４３円

３ 翌 年 繰 越 額 ２，０３１，９９８円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７，２６８人） １２，０８６，６６５円

寄附 １０，３１２，３１９円

個人分 １０，３１２，３１９円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 １，７６６，１５７円

機関紙配達集金活動 １，０１８，９８２円
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印刷代等 ７４７，１７５円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２２，２８５，７８４円

日本共産党愛媛県委員会 ２２，２８５，７８４円

その他の収入 ４，６００，５４８円

１件１０万円未満のもの ４，６００，５４８円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

門 田 禎 子 ８９７，４００円 松 山 市

小 路 貴 之 ８４２，４００円 松 山 市

西 本 敏 ７７７，４００円 松 山 市

井 原 美智子 ３７５，０００円 松 山 市

白 石 康 子 １１０，０００円 松 山 市

大 石 孝 雄 １５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ６３，０００円 東 温 市

植 田 喜 晴 １３１，６００円 伊予郡松前町

浜 田 卯三郎 １０５，０００円 東 温 市

森 真 一 ５００，０００円 東 温 市

玉 井 啓 補 ２１６，０００円 伊予郡砥部町

佐々木 美 保 １８０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ５，９６４，５１９円

６ 支出の内訳

経常経費 ２１，４７７，１８２円

人件費 ２０，３７９，３００円

光熱水費 ３５３，１９５円

備品・消耗品費 ６７９，５８９円

事務所費 ６５，０９８円

政治活動費 ２８，５５５，７６１円

組織活動費 ３，８０５，６８９円

選挙関係費 １，７９２，６２３円

機関紙誌の発行その他の事業費 １６，００３，８２４円

機関紙誌の発行事業費 １３，２４４，００５円

宣伝事業費 ２，７５９，８１９円

調査研究費 １３５，８１０円

寄附・交付金 ４，３６４，９７４円

その他の経費 ２，４５２，８４１円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ４，３６４，９７４円

第１２条関係

平成１８年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１９．２．２８

１ 収 入 総 額 ６８，７６０，７０４円

前年繰越額 ６，９３１，９９８円

本年収入額 ６１，８２８，７０６円

２ 支 出 総 額 ５１，０３３，２５７円

３ 翌 年 繰 越 額 １７，７２７，４４７円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（８，２３８人） １０，５６３，１５３円

寄附 ２８，３８４，７３９円

個人分 ２８，３８４，７３９円
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機関紙誌の発行その他の事業による収入 ４３６，９６８円

書籍普及 ２０，０００円

印刷代等 ４１６，９６８円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２２，４４３，８４６円

日本共産党愛媛県委員会 ２２，４４３，８４６円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

井 原 美智子 １，１２５，０００円 松 山 市

植 田 喜 晴 ６０，０００円 伊予郡松前町

門 田 禎 子 １，９５５，０００円 松 山 市

鴻 海 茂 寛 ４００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 １，６３５，０００円 松 山 市

西 井 直 人 ３００，０００円 松 山 市

西 井 るみ子 １００，０００円 松 山 市

玉 井 啓 補 ２００，０００円 伊予郡砥部町

梶 原 健 市 ２１３，０００円 松 山 市

西 本 敏 １，８８５，０００円 松 山 市

佐々木 美 保 ６０，０００円 松 山 市

柳 沼 穣 治 ２５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ６０，０００円 東 温 市

森 真 一 ６０，０００円 東 温 市

深 津 光 子 ７６，０００円 東 温 市

年間５万円以下のもの ２０，００５，７３９円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，６２０，１０５円

人件費 １９，６４３，６６１円

光熱水費 ４１４，９３７円

備品・消耗品費 １，４０７，３５１円

事務所費 ３，１５４，１５６円

政治活動費 ２６，４１３，１５２円

組織活動費 １４，４０７，３４７円

選挙関係費 ２，００５，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４，３５４，９６０円

宣伝事業費 ４，３５４，９６０円

調査研究費 １４６，６５５円

寄附・交付金 ４，５８３，７２８円

その他の経費 ９１５，４６２円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ４，５８３，７２８円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

大 石 孝 雄 １，５００，０００円

中 塚 道 昭 ４，９００，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 日本共産党中予地区委員会

報告年月日 Ｈ１９．２．２８

１ 収 入 総 額 ６３，８６０，７０４円

前年繰越額 ２，０３１，９９８円

本年収入額 ６１，８２８，７０６円

２ 支 出 総 額 ５１，０３３，２５７円

３ 翌 年 繰 越 額 １２，８２７，４４７円

４ 本年収入の内訳

愛 媛 県 報平成２０年４月２５日 第１９５８号

４９７



公営企業告示

個人の党費・会費（８，２３８人） １０，５６３，１５３円

寄附 ２８，３８４，７３９円

個人分 ２８，３８４，７３９円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ４３６，９６８円

書籍普及 ２０，０００円

印刷代等 ４１６，９６８円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２２，４４３，８４６円

日本共産党愛媛県委員会 ２２，４４３，８４６円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

井 原 美智子 １，１２５，０００円 松 山 市

植 田 喜 晴 ６０，０００円 伊予郡松前町

門 田 禎 子 １，９５５，０００円 松 山 市

鴻 海 茂 寛 ４００，０００円 松 山 市

小 路 貴 之 １，６３５，０００円 松 山 市

西 井 直 人 ３００，０００円 松 山 市

西 井 るみ子 １００，０００円 松 山 市

玉 井 啓 補 ２００，０００円 伊予郡砥部町

梶 原 健 市 ２１３，０００円 松 山 市

西 本 敏 １，８８５，０００円 松 山 市

佐々木 美 保 ６０，０００円 松 山 市

柳 沼 穣 治 ２５０，０００円 松 山 市

佐 伯 強 ６０，０００円 東 温 市

森 真 一 ６０，０００円 東 温 市

深 津 光 子 ７６，０００円 東 温 市

年間５万円以下のもの ２０，００５，７３９円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，６２０，１０５円

人件費 １９，６４３，６６１円

光熱水費 ４１４，９３７円

備品・消耗品費 １，４０７，３５１円

事務所費 ３，１５４，１５６円

政治活動費 ２６，４１３，１５２円

組織活動費 １４，４０７，３４７円

選挙関係費 ２，００５，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４，３５４，９６０円

宣伝事業費 ４，３５４，９６０円

調査研究費 １４６，６５５円

寄附・交付金 ４，５８３，７２８円

その他の経費 ９１５，４６２円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） ４，５８３，７２８円

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年４月２５日

愛媛県立中央病院長 梶 原 眞 人

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

感染性廃棄物処分業務 約４，３００，００
０リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２０年３月１７日
松山容器株式会社
愛媛県松山市南吉田町
２１４５番地１

８．４３１５円 一般競争入札 平成２０年２月１日
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重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）
約６５４，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２０年３月２８日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町二
丁目９番１２号

８５．２６円 一般競争入札 平成２０年２月１日

愛媛県立中央病院清掃業務 一式
愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２０年３月２８日
株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町一
丁目１１番地３

９１，９８０，０００円 一般競争入札 平成２０年２月１日

平成２０年４月２５日 発行
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